
                        平成２１年７月２４日 

保護者の皆様へ 

                             大阪府立東百舌鳥高等学校 

                      校長 西村博文 

夏季休業中の生活態度について 

保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。さて夏休みを迎えお子さ

まも普段の生活と違った場所・時間で活動することが多くなります。本校では、夏休みの生活態度に

ついて下記のように指導しておりますので、趣旨のほどをご理解いただき、ご家庭でも協力のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

Ⅰ 基本的生活習慣について 

① 休業中はお子さまの気も緩みがちとなります。計画的で規則正しい生活を送るようにし、各教

科の課題等も確実にやり遂げ、また不得意科目等の復習も確実にやり遂げるよう、ご家庭でも

ご指導よろしくお願いします。 

 

② この休業中に、学校生活について話し合う機会をつくり、学業のみならず学校での生活を含

め、今後の課題等（将来の進路・生き方）を話し合って下さい。必要があれば担任までご連絡

下さい。 

 

③ 近隣の保護者とも連携をはかり、地域の活動（奉仕活動等）に積極的に参加させ、地域や近隣

に貢献するボランティアの精神を身につけさせて下さい。 

 

④ 頭髪違反・遅刻が新学期当初に多く見られます。ご家庭でのご指導よろしくお願いします。 

 

Ⅱ 問題行動について 

① 夏季休業中に、お子さまが事故にあった場合はもとより、いじめや恐喝にあったり、そのよう

な状況を見聞きした場合は、すぐに学校に連絡して下さい。 

 

② 本校では単車を含むすべての免許について取得することを禁止し、「３ない運動」を行ってい

ます。本校でも近年数名の生徒が交通事故で負傷しています。「子供たちの命を守る」という

観点から、また加害者にならないようにするため、ご協力ください。また、暴走行為が頻発す

るシーズンでもあります、見物人が事件・事故に巻き込まれるケースが多くなっています。 

夜間外出はやめさせて下さい。 

 

③ 深夜の盛り場・コンビニエンスストアー・カラオケボックス・ゲームセンターなどへの出入り

が原因となり様々なトラブルが起こっています。深夜におよぶ外出や友人宅への外泊は厳しく

家庭でご指導下さい。 

 

④ 最近、新聞等でも報道されているように高校生の抗精神薬・大麻・覚せい剤を含む『薬物乱

用』が増加しています。本人の身体への悪影響だけでなく家族や自分の子供にまで影響は及

びます。その恐ろしさについて十分理解させて下さい。また、飲酒・喫煙についても学校内

の指導だけでは充分ではありません。さらに若者の勢いにまかせた「一気飲み」で死亡した

り、アルコール依存症（アルコール中毒）になるケースも報告されています。ご家庭で充分ご

指導ください。 

 

⑤ 『テレクラ』・『出会い系サイト』・『援助交際』など携帯電話を悪用した犯罪や性の商品化

が問題になっています、また、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上のブログへの書き込みによる事件等も多発していま

す。人権に関して正しい認識を持てるように、日頃から充分にご家庭で話しあってくださ

い。なお、携帯電話には、「フイルタリングサービス」の適用をお願いします。適用させなけ

れば、有害画像・覚醒剤入手・援助交際・家出等のサイトにアクセス可能の状態になっていま

す。 

 

⑥ アルバイトの収入で金銭感覚が麻痺し、高校生の感覚にふさわしくない贅沢や浪費、長時間に

わたるアルバイトのために疲れが蓄積され、翌日の授業・テストに遅刻・欠席するなどの問題

が生じています。この機会に、アルバイトの必要性についてもう一度話し合ってください。 

 

⑦ また、「護身用」と称してナイフ等の凶器を携帯することなどは、「人命軽視」の表れであ

ります。 絶対にそのような行動をとらないようご指導ください。 

 

Ⅲ その他 

① 平成２１年度４月から、府立学校においては、携帯電話の学校での使用を「原則禁止と

する」となりました。御理解・ご協力をお願いします。 

 

② 学校の内外を問わず、性的な虐待やいやがらせを受けた場合には、担任の先生、生徒指導の先

生、あるいは保健室の先生等に相談をするようにご指導ください。 

【子供の悩み相談フリーダイヤル    ０１２０‐７２８‐５２５】 

【グリーンライン（少年相談）     ０６‐６７７２‐７８６７】 

【２４時間いじめ電話相談        ０５７０‐０７８３１０】 

③ 本校では、お子さまだけの個人・グループの旅行は行かないように指導しています。旅行の際

は、出来るだけ保護者同伴でお願いいたします。 

                         以上、よろしくお願いします。 



                            平成２１年７月２４日 

生徒の皆さんへ 

                            生 徒 指 導 部                       

 

夏季休業中の生活について 

 

 夏休みの与えられた自由な時間に、自分や他人の尊い命や生活を台無しにすることのないように、

気を引き締め、自制心を持って行動しなさい。 

 

Ⅰ 最近の問題行動について 

（１）本校では車（単車を含む）の使用に対する「３な

い運動」をおこなっています。 

大阪府でも、毎年、多数の高校生が命を失っています。自分の命を守るためにも、また同時

に加害者にならないようにするためにも、しっかり考えてください。また、暴走行為が頻発す

るシーズンでもあります。見物人が事故に巻き込まれるケースが多くなっています。気をつけ

なさい。（自動車についても同様です） 

 

（２）休業中は気が緩み、抗精神薬・大麻・覚せい剤を含む「薬物乱用」が増加する

時期でもあります。自分自身の身体への影響はもちろん、家族や将来の自分にまで悪い影響が

及びます。薬物を乱用するような場面に接する機会のないようにしっかりした生活を送ってく

ださい。また、飲酒・喫煙についても禁止です。 

 

（３）深夜の盛り場・コンビニエンスストアー・カラオケボックス・ゲームセンター等で様々なトラ

ブルに巻き込まれる事件が起こっています。夜間外出や友人宅等への外泊はできるだけやめま

しょう。 

 

（４）『テレクラ』・『援助交際』・『出会い系サイト』等、携帯電話などを悪用した犯罪や性の商

品化が問題になっています。遊び半分の軽い考えで行動することのないように、性に対する正

しい認識を持ちましょう。また、インターネット上のブログなどで、他人の悪口を書き込んだ

り、プライベートに関わることを公開したりしないようにしなさい。とにかく、人の嫌がるこ

とをしないようにすることが大切です。なお、携帯電話には、「フイルタリング機能」の設定

を付ける事を勧めます。 

 

（５）アルバイトの収入で金銭感覚が麻痺し、特に必要のない品物を購入したり無駄遣いを繰り返す

などの問題行動の報告をよく耳にします、注意しなさい。また、長時間にわたるアルバイトの

ための疲れで、授業やテストに悪影響が出る等の問題も生じています。アルバイトの必要性と

弊害について、もう一度考え直してください。 

 

（６）夏季休業中に、事故・いじめ・恐喝等にあったり、そのような状況を

見聞きした場合、直ちに学校へ連絡してください。 

（７）地域の活動（奉仕活動等）に積極的に参加し、地域や近隣に貢献するボランティアの精神を身

につけるようにしてください。 

（８）学校の内外を問わず、性的な虐待やいやがらせを受けた場合には、担任の先生、生徒指導の先

生、あるいは保健室の先生等に相談をするようにしましょう。 

   【子供の悩み相談フリーダイヤル    ０１２０‐７２８‐５２５】 

   【グリーンライン（少年相談）     ０６‐６７７２‐７８６７】 

【２４時間いじめ電話相談        ０５７０‐０７８３１０】 

Ⅱ 学習について 

（１）夏休みの宿題は重要な提出課題となります。必ず期限を守り、担当の先生に提出しなさい。 

 

（２）この機会に不得意科目（欠点科目の学習）や基礎学力の充実を図り、夏季休業中も家庭での学

習を欠かさず、新学期に備えなさい。 

 

Ⅲ その他 

（１）平成２１年度４月から、府立学校においては、携帯電話の学校での使用を「原則禁止と

する」となりました。校内では、使わないようにしましょう。 

 

（２）以前も伝えましたが、道路交通法が改正され、自転車も車と同等の扱いとなりました。 

  自転車の道路交通法の責任は大きくなりました。交通ルールとマナーを守りましょう。 

  ・雨天時の傘差し運転も違反となっています。通学時も、合羽を着用しましょう。 

  ・携帯電話を操作しながらの運転も違反です。 

 

（３）休業中は、気が緩みがちです。 

日々規則正しい生活を送るように心掛けましょう。 

 

（４）新学期にはみんなの元気な顔が見られるのを楽しみにしています。 

   なお、休業中に何かありましたら、学校に連絡してください。 

 

   大阪府立東百舌鳥高等学校  
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